
〇

証
券
取
引
所
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
二
十
八
年
大
蔵
省
令
第
七
十
六
号
）

（
第
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条

法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

第
二
条

法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

六

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
保
有
す

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
持
株
数

る
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同

を
記
載
し
た
書
類
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

じ
。
）
の
数
を
記
載
し
た
書
類
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会
社

に
限
る
。
）

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
免
許
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

第
二
条
の
二

法
第
八
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的

（
新
設
）

記
録
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く

日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ

六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。



２

前
項
の
電
磁
的
記
録
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に

規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六

〇
五
に
規
定
す
る
方
式

３

第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

申
請
者
の
名
称
又
は
商
号

二

申
請
年
月
日

（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
七
条

法
第
百
一
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

第
七
条

法
第
百
一
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

七

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
保
有
す

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
持
株
数

る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

を
記
載
し
た
書
類

八
～
十
四

（
略
）

八
～
十
四

（
略
）

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議
決

（
取
得
又
は
所
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
所
有
す
る
株
式



権
か
ら
除
く
議
決
権
）

か
ら
除
く
株
式
）

第
八
条

法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次

第
八
条

法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
株
式
は
、
次
に

に
掲
げ
る
議
決
権
と
す
る
。

掲
げ
る
株
式
（
商
法
第
二
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
株
主
が
議
決
権
を
有
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
（
議
決
権
の
あ
る
株
式
に
転
換
す
る
こ
と
を
請
求
で

き
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る

。

一

信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
会

一

信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
会

社
証
券
取
引
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
会
社
」
と
い
う
。
）

社
証
券
取
引
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
会
社
」
と
い
う
。
）

の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
百
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該

の
株
式
（
法
第
百
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
業
を
営
む

信
託
業
を
営
む
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る

者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

二

法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
支
配
人
が
当
該
代
表
権
又
は
そ
の
有
す

二

法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
支
配
人
が
当
該
代
表
権
又
は
そ
の
有
す

る
代
理
権
に
基
づ
き
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権

る
代
理
権
に
基
づ
き
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
会
社
の
株
式

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の

拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会

拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会

社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株

社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株

式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
つ

式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
つ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ

た
者
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第

た
者
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
（
法
第
百
三
条
第
三
項

百
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
自
ら
取
得
し

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
所
有
す

、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

る
株
式
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）



四

相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
会
社
の
株
式
（
当

四

相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
会
社
の
株
式
（
当

該
相
続
人
（
共
同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認
（
単
純
承
認
し
た

該
相
続
人
（
共
同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認
（
単
純
承
認
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
限
定
承
認
し
た
日
ま
で
の
も
の

も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
限
定
承
認
し
た
日
ま
で
の
も
の

又
は
当
該
相
続
財
産
の
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に

又
は
当
該
相
続
財
産
の
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
議
決
権

限
る
。
）

五

会
社
が
自
己
の
株
式
の
消
却
を
行
う
た
め
に
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
会

五

会
社
が
自
己
の
株
式
の
消
却
を
行
う
た
め
に
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
会

社
の
株
式
に
係
る
議
決
権

社
の
株
式

（
取
得
等
の
制
限
の
適
用
除
外
）

（
取
得
等
の
制
限
の
適
用
除
外
）

第
九
条

法
第
百
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

第
九
条

法
第
百
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

保
有
す
る
会
社
の
対
象
議
決
権
（
法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象

一

所
有
す
る
会
社
の
対
象
株
式
（
法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
株

議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
増
加
が
な
い
場

式
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
増
加
が
な
い
場
合

合
二

担
保
権
の
行
使
又
は
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
り
会
社
の
対
象
議
決
権
を
取

二

担
保
権
の
行
使
又
は
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
り
会
社
の
対
象
株
式
を
取
得

得
し
、
又
は
保
有
す
る
場
合

し
、
又
は
所
有
す
る
場
合

三

証
券
業
を
営
む
者
が
業
務
と
し
て
会
社
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は

三

証
券
業
を
営
む
者
が
業
務
と
し
て
会
社
の
対
象
株
式
を
取
得
し
、
又
は
所

保
有
す
る
場
合
（
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
取
得
し

有
す
る
場
合
（
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、

、
又
は
保
有
す
る
場
合
を
除
く
。
）

又
は
所
有
す
る
場
合
を
除
く
。
）

四

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
営
む
者
が
当
該
業
務

四

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
営
む
者
が
当
該
業
務

と
し
て
会
社
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
場
合

と
し
て
会
社
の
対
象
株
式
を
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
場
合

（
公
衆
縦
覧
の
事
項
等
）

（
公
衆
縦
覧
の
事
項
等
）



第
十
条

法
第
百
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
株
式
会

第
十
条

法
第
百
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
株
式
会

社
証
券
取
引
所
の
発
行
済
株
式
の
総
数
及
び
総
株
主
の
議
決
権
の
数
と
す
る
。

社
証
券
取
引
所
の
発
行
済
株
式
の
総
数
（
法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発

行
済
株
式
の
総
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

２

株
式
の
転
換
又
は
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
つ
て
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は

２

株
式
の
転
換
、
新
株
引
受
権
の
行
使
又
は
社
債
の
転
換
に
よ
つ
て
発
行
済
株

総
株
主
の
議
決
権
の
数
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
発
行
済
株
式
の
総
数

式
の
総
数
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
発
行
済
株
式
の
総
数
は
、
前
月
末

又
は
総
株
主
の
議
決
権
の
数
は
、
前
月
末
日
現
在
の
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き

日
現
在
の
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
合
併
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
合
併
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
六
条

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

第
二
十
六
条

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

七

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
保
有
す

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
持
株
数

る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類
（
合
併
後
の
証
券
取
引
所
が
株
式
会
社
証

を
記
載
し
た
書
類
（
合
併
後
の
証
券
取
引
所
が
株
式
会
社
証
券
取
引
所
で
あ

券
取
引
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

る
場
合
に
限
る
。
）

八
～
十
三

（
略
）

八
～
十
三

（
略
）

（
合
併
認
可
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電

（
新
設
）

磁
的
記
録
は
、
第
二
条
の
二
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
と
す
る
。



（
提
出
書
類
）

（
提
出
書
類
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

証
券
取
引
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
次
に

２

証
券
取
引
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
書
類
（
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
場
合
に
限
る
。
）

五

次
に
掲
げ
る
書
類
（
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
場
合
に
限
る
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法

ハ

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法

人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は

人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に

保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

持
株
数
を
記
載
し
た
書
類

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
関
係
）

通
知
、
公
表
及
び
報
告
事
項

注
意
事
項

通
知
、
公
表
及
び
報
告
事
項

注
意
事
項

一
・
二

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

三

出
資
証
券
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新

三

出
資
証
券
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新

株
予
約
権
証
券
、
日
経
三
百
株
価
指
数

株
引
受
権
証
券
、
日
経
三
百
株
価
指
数

連
動
型
上
場
投
資
信
託
の
受
益
証
券
そ

連
動
型
上
場
投
資
信
託
の
受
益
証
券
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
有
価
証
券
と
し

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
有
価
証
券
と
し



て
当
該
証
券
取
引
所
が
業
務
規
程
に
定

て
当
該
証
券
取
引
所
が
業
務
規
程
に
定

め
る
も
の
（
以
下
「
出
資
証
券
等
」
と

め
る
も
の
（
以
下
「
出
資
証
券
等
」
と

い
う
。
）
は
、
銘
柄
別
に
、
額
面
金
額

い
う
。
）
は
、
銘
柄
別
に
、
額
面
金
額

、
売
買
成
立
価
格
（
最
高
価
格
、
最
低

、
売
買
成
立
価
格
（
最
高
価
格
、
最
低

価
格
及
び
最
終
価
格
）
及
び
数
量

価
格
及
び
最
終
価
格
）
及
び
数
量

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）



改 正 案 現 行

別紙様式四 別紙様式四

新株予約権証券（平成 年 月 日～平成 年 月 日） 新株引受権証券（平成 年 月 日～平成 年 月 日）

月別 （略） 月別 （略）

証券数及び代金 （略） 証券数及び代金 （略）
区分 区分

売買高 （略） 売買高 （略）

（略） （略） （略） （略）

売買日数 （略） 売買日数 （略）

新株予約権付社債券(内国)（平成 年 月 日～平成 年 月 日) 転換社債券（内国）（平成 年 月 日～平成 年 月 日）

月別 （略） 月別 （略）

券面額及び代金 （略） 券面額及び代金 （略）
区分 区分

売買高 （略） 売買高 （略）

（略） （略） （略） （略）

売買日数 （略） 売買日数 （略）



新株予約権付社債券(外国)（平成 年 月 日～平成 年 月 日) 転換社債券（外国）（平成 年 月 日～平成 年 月 日）

月別 （略） 月別 （略）

券面額及び代金 （略） 券面額及び代金 （略）
区分 区分

売買高 （略） 売買高 （略）

（略） （略） （略） （略）

売買日数 （略） 売買日数 （略）

（削る） 新株引受権付社債券（平成 年 月 日～平成 年 月 日）

月別 （略）

券面額及び代金 （略）
区分

売買高 （略）

（略） （略）

売買日数 （略）



債券先物（平成 年 月 日～平成 年 月 日) 債券先物（平成 年 月 日～平成 年 月 日)
（※ ） （※ ）

月 別 （略） 月 別 （略）
区 分 区 分

（略） （略） （略） （略）

年 月 限 月 取 引 （略） 年 月 限 月 取 引 （略）

新 売 買 制 度 に よ る 取 引 （略） オプションの権利行使による取引 （略）

オプションの権利行使による取引 （略） 過 誤 訂 正 等 に よ る 取 引 （略）

過 誤 訂 正 等 に よ る 取 引 （略）
（略） （略）

（略） （略）
売 買 日 数 （略）

売 買 日 数 （略）



改 正 案 現 行

別紙様式十二 別紙様式十二

上場有価証券異動報告 上場有価証券異動報告

１．上場有価証券総括表 １．上場有価証券総括表

区分 区分

（略） （略） （略） （略）

新株予約権 （略） 新株引受権 （略）
証券 証券

債 券 （略） 債 券 （略）

新株予約権 （略） 転換社債券 （略）
付社債券

新株引受権 （略）
付社債券

２．新規上場有価証券 ２．新規上場有価証券

区 分 銘 柄 上 場 届 出 年 月 日 上場年月日 区 分 銘 柄 上 場 届 出 年 月 日 上場年月日

（略） （略）

新株予約権証券 新株引受権証券

債 券 債 券



新株予約権付社債券 転 換 社 債 券

３．上場廃止有価証券 ３．上場廃止有価証券

区 分 銘 柄 上場廃止届出申請年月日 上場年月日 区 分 銘 柄 上場廃止届出申請年月日 上場年月日

（略） （略）

新株予約権証券 新株引受権証券

債 券 債 券

新株予約権付社債券 転 換 社 債 券


